
税
源
移
譲

　

税
源
移
譲
に
よ
っ
て
住
民
税
が
大
幅
に

増
額
と
な
っ
て
も
そ
の
分
所
得
税
が
減
額

さ
れ
合
計
負
担
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん

　

こ
れ
は
税
源
移
譲
に
伴
う
住
民
税
と

所
得
税
の
税
率
の
改
正
に
よ
る
も
の
で

皆
さ
ん
に
税
負
担
の
増
加
を
求
め
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん（
別
表
①
）。

　

住
民
税
の
最
低
税
率
を
引
き
上
げ
る

一
方
、
所
得
税
の
最
低
税
率
を
引
き
下

げ
る
ほ
か
所
要
の
調
整
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
た
め
税
源
移
譲
の
前
後
で
住
民

税
と
所
得
税
の
合
計
額
は
、
極
力
変
わ

ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
給
与

　

会
社
に
勤
め
て
い
る
人
に
は
、
既
に

5
月
中
旬
に
雇
用
主
な
ど
を
通
じ「
平

成
19
年
度
市
民
税
・
県
民
税
特
別
徴
収

税
額
の
通
知
書（
納
税
義
務
者
用
）」が

配
布
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

個
人
事
業
主
や
公
的
年
金
収
入
の
み

の
人
な
ど
に
は
、今
月
15
日
ご
ろ
に「
平

成
19
年
度
市
民
税
・
県
民
税
納
税
通
知

書
」を
送
付
し
ま
す
。

　

昨
年
と
比
べ
収
入
が
同
程
度
の
人
で

も
、
所
得
税
減
税
分
の
移
し
替
え
に
よ

る
も
の
お
よ
び
定
率
減
税
と
老
年
者
非

課
税
措
置
の
廃
止
に
よ
っ
て
住
民
税
が

大
幅
に
増
額
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

通
知
書
が
お
手
元
に
届
い
た
ら
税
額

な
ど
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

収
入
の
人
は
既
に
1
月
か
ら
、
年
金
収

入
の
人
は
2
月
分
か
ら
所
得
税
が
減
額

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

農
業
や
個
人
事
業
主
の
人
な
ど
は
、

来
年
の
確
定
申
告
の
際
に
引
き
下
げ
ら

れ
た
所
得
税
の
税
率
で
の
計
算
に
な
り

ま
す
。

 

定
率
減
税
お
よ
び 

 

老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止

　

定
率
減
税
お
よ
び
老
年
者
非
課
税
措

置
の
廃
止
に
よ
り
多
く
の
人
の
税
額
は

増
額
と
な
り
ま
す

【
定
率
減
税
の
廃
止
】

　

平
成
11
年
度
か
ら
景
気
対
策
の
た
め

　

地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
に
財
源
を
確
保
し
、
住
民
に
よ
り
身
近
で
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
よ
う
国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の
住
民
税（
市
・
県
民
税
）へ
3
兆
円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

税
源
移
譲
に
よ
っ
て
住
民
税
が
大
幅
に
増
額
と
な
っ
て
も
そ
の
分
所
得
税
が
減
額
さ
れ
、
合
計
負
担

額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
定
率
減
税
お
よ
び
老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止
に
よ
り
多
く
の
人
の

税
額
は
増
額
と
な
り
ま
す
。

平
成
19
年
度
か
ら
変
わ
り
ま
す

あ
な
た
の
住
民
税

納
税
額
の
確
認
を
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に
暫
定
的
な
税
負
担
の
軽
減
措
置
と

し
て
導
入
さ
れ
て
い
た
定
率
減
税
が
最

近
の
経
済
状
況
を
踏
ま
え
て
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。
所
得
税
で
最
大
12
万
5
千
円

が
、
住
民
税
で
は
最
大
2
万
円
が
増
額

と
な
っ
て
い
ま
す（
別
表
②
）。

【
老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止
】

　

昭
和
15
年
1
月
2
日
以
前
生
ま
れ
で

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
1
2
5
万
円

以
下
の
人
に
対
す
る
非
課
税
措
置
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

　

経
過
措
置
と
し
て
平
成
18
年
度
は
3

分
の
2
を
減
額
し
て
い
ま
し
た
が
、
平

成
19
年
度
は
3
分
の
1
の
減
額
に
な
り

平
成
20
年
度
以
降
は
全
額
負
担
に
な
り

ま
す（
別
表
③
）。

今
後
の
改
正

　

こ
れ
ら
の
改
正
の
ほ
か
来
年
度
以
降

に
適
用
と
な
る
改
正
も
あ
り
ま
す

【
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
】 

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
所
得
税
だ
け
の

制
度
で
し
た
。

　

し
か
し
、
所
得
税
率
の
改
正
に
よ
り

所
得
税
額
が
減
少
す
る
結
果
、
控
除
額

が
所
得
税
か
ら
控
除
し
切
れ
な
く
な
っ

た
り
税
制
改
正
前
よ
り
控
除
し
切
れ
な

い
額
が
大
き
く
な
っ
た
り
す
る
と
い
う

よ
う
な
影
響
が
生
じ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
既
に
適
用
さ
れ
て
い
る

人
に
は
税
負
担
の
変
動
が
生
じ
な
い
よ

う
、
改
正
前
の
所
得
税
額
に
お
い
て
控

除
で
き
た
額
と
同
等
の
負
担
減
と
す
る

住
民
税
の
減
額
措
置
を
実
施
し
ま
す
。

　

平
成
11
年
か
ら
18
年
ま
で
の
居
住
者

に
つ
い
て
今
回
の
改
正
に
よ
る
影
響
額

を
翌
年
度
の
住
民
税
か
ら
控
除
し
ま
す

（
平
成
20
年
度
か
ら
28
年
度
ま
で
の
適

用
と
な
り
ま
す
。
申
請
書
の
提
出
方
法

な
ど
く
わ
し
く
は
決
定
次
第
お
知
ら
せ

し
ま
す
）。

【
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設
】 

　

既
存
の
損
害
保
険
料
控
除
を
見
直
し

地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
地
震
な
ど
の
損
害
で
生
じ
た
損

失
の
額
を
補
て
ん
す
る
保
険
契
約
な

ど
で
、
保
険
料
の
2
分
の
1（
2
万
5

千
円
を
限
度
）を
総
所
得
金
額
な
ど
か

ら
控
除
す
る
も
の
で
す
。
既
存
の
短
期

損
害
保
険
料
控
除
は
原
則
廃
止
さ
れ
ま

す
。

　

平
成
18
年
12
月
31
日
ま
で
に
契
約
し

た
長
期
損
害
保
険
に
つ
い
て
は
、
従
前

ど
お
り
損
害
保
険
料
控
除
を
適
用
で
き

ま
す（
1
万
円
を
限
度
。
た
だ
し
、
地

震
保
険
料
控
除
と
併
用
す
る
場
合
は
合

わ
せ
て
2
万
5
千
円
を
限
度
）。

※ 

く
わ
し
く
は
税
務
課（
☎
20
‐

1
5
1
3
）へ
。

＜税源移譲＞

給与収入

◆夫婦＋子ども２人（中学生＋高校生）の場合

給与収入
税源移譲前（単位：円）

住民税 所得税 計
300万円 9,000 0 9,000
500万円 76,000 119,000 195,000
700万円 196,000 263,000 459,000

給与収入
税源移譲後（単位：円）

住民税 所得税 計
300万円 9,000 0 9,000
500万円 135,500 59,500 195,000
700万円 293,500 165,500 459,000

負担増減額

0円
0円
0円

年金収入

◆夫婦（夫70歳、妻66歳／ほかに収入なし）の場合

年金収入
税源移譲前（単位：円）

住民税 所得税 計
250万円 27,000 44,000 71,000
300万円 49,500 89,000 138,500

年金収入
税源移譲後（単位：円）

住民税 所得税 計
250万円 49,000 22,000 71,000
300万円 94,000 44,500 138,500

負担増減額

0円
0円

＜定率減税の廃止＞
◆ 夫婦＋子ども２人（中学生＋高校生）・給与収入
700万円の場合（単位：円）

平成18年 平成19年
（住民税） 196,000 293,500
定率減税 △14,700 0
差引後住民税 181,300 293,500
（所得税） 263,000 165,500
定率減税 △26,300 0
差引後所得税 236,700 165,500
合計 418,000 459,000

＊ 18年度は税額の2/3
を減額、19年度は
税額の1/3を減額、
20年度は完全廃止
になります

＜老年者非課税措置の廃止＞
◆ 夫婦（夫70歳、妻66歳／ほかに収入なし）・年金
収入250万円の場合（単位：円）

平成18年 平成19年
（住民税） 27,000 49,000
定率減税 △2,000 0
経過措置（＊） △16,600 △16,300
差引後住民税 8,400 32,700
（所得税） 44,000 22,000
定率減税 △4,400 0
差引後所得税 39,600 22,000
合計 48,000 54,700

� 広報なりた2007.6.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


